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北上市訓令第８号 

 

市長部局  

 

北上市文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

令和７年９月９日 

北上市長 八重樫 浩 文 

 

北上市文書取扱規程の一部を改正する訓令 

 

北上市文書取扱規程（平成３年北上市訓令第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨） 

第１条 ［略］ 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

 (1)  ［略］ 

（趣旨） 

第１条 ［略］ 

第１条の２ 前条の規定にかかわらず、電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録である行政文書の処理については、市長が別に

定める。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

 (1)  ［略］ 
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 (2)  電子文書 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

の人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。）のうち、規則第12条第２項に規定する

電子決裁により実施機関の意思決定が登録できるものをい

う。 

(3)  ［略］ 

(4) ［略］ 

(5)  部長 市長部局の部長及び会計管理者をいう。 

 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

(8)  ［略］ 

(9)  総合行政ネットワーク 国、地方公共団体等の間におけ

る情報交換の円滑化及び情報の共有による情報の高度利用

を図るため、国、地方公共団体等の組織内の電子情報通信

網（複数の電子計算機器を通信回線で接続し、相互に情報

を伝送及び共同利用する通信網をいう。以下同じ。）を相

互に接続するためのネットワークをいう。  

(10) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電

子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。 

(11) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成12

年法律第1 0 2号）第２条第１項に規定する電子署名をいう

。 

（文書取扱主任） 

   

 

 

 

 

(2)  ［略］ 

(3)  ［略］ 

(4) 部長 市長部局の部長及び危機管理監並びに会計管理者

をいう。 

(5)  ［略］ 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱主任） 
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第６条 文書事務の処理を促進し、及び文書事務の改善、指導

等を行うため、次の要領で課に文書取扱主任及び副主任を置

く。 

(1) 文書取扱主任は、課長補佐職にある者（２人以上いる課

にあっては、課長が指名したもの）をもって充てる。ただ

し、課長補佐がいない課の文書取扱主任は、課員の中から

課長が指名するものとする。 

(2) 副主任は、係長の職にある者をもって充てる。この場合

において、係を置かない課については、当該課長が指名す

る者とする。 

 

 

 

２  課長は、前項の各号の指名をしたときは、その職名及び氏

名を総務課長に通知しなければならない。 

３・４ ［略］ 

（総合行政ネットワーク文書交換取扱者） 

第７条 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに審査

及び電子署名を行うため、企画部総務課（以下「総務課」と

いう。）、企画部都市プロモーション課及び福祉事務所長寿

介護課に総合行政ネットワーク文書交換取扱者（以下「文書

交換取扱者」という。）を置く。 

２ 総務課長、企画部都市プロモーション課長及び福祉事務所

長寿介護課長は、文書交換取扱者を定め、その職名及び氏名

第６条 文書事務の処理を促進し、及び文書事務の改善、指導

等を行うため、次の要領で課に文書取扱主任及び副主任を置

く。 

(1) 文書取扱主任は、課長補佐（２人以上いる課にあっては

、課長が指名したもの）をもって充てる。 

 

 

(2) 副主任は、係長をもって充てる。 

 

 

(3) 前２号の規定にかかわらず、課長補佐又は係長を置かな

い課の文書取扱主任又は副主任は、課員の中から課長が指

名するものとする。 

２  課長は、前項第１号又は第３号の指名をしたときは、その

職名及び氏名を総務課長に通知しなければならない。 

３・４ ［略］ 

 

第７条 削除 
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を最高情報セキュリティ副責任者（規則第５条第３項に定め

る最高情報セキュリティ副責任者をいう。）に通知しなけれ

ばならない。 

（文書の分類及び保存期間） 

第８条 文書は、文書分類表の分類記号（以下「分類記号」と

いう。）及び保存期間により、整理しなければならない。 

２～６ ［略］ 

（収受及び配布） 

第９条 市役所に到達した文書は、総務課等（本庁にあっては

総務課、和賀庁舎及び江釣子庁舎にあっては生活環境部市民

課の当該庁舎の民生担当をいう。以下同じ。）において収受

し、次の各号により配布しなければならない。 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 電子文書は、当該電子文書が了知可能な状態に置かれる

こととなった期日を記録し、所管する課に配布すること。 

(5) ［略］  

２ ［略］ 

（課で直接収受する文書） 

第10条 課の窓口で収受することが多く事務に支障が生ずると

総務課長が認める課については、前条第２項の規定にかかわ

らず、同条第１項第２号及び第３号の文書を除き、当該課で

直接収受することができる。 

２ 前条第１項第３号の文書のうち戸籍及び住民票に係るもの

と認められる文書にあっては市民課において、市税に関する

 

 

 

（文書の分類及び保存期間） 

第８条 文書は、文書分類表の文書分類（以下「文書分類」と

いう。）及び保存期間により、整理しなければならない。 

２～６ ［略］ 

（収受及び配布） 

第９条 市役所に到達した文書は、総務課等（本庁にあっては

総務課、和賀庁舎及び江釣子庁舎にあっては生活環境部市民

課の当該庁舎の民生担当をいう。以下同じ。）において収受

し、次の各号により配布しなければならない。 

(1)～(3) ［略］ 

 

 

(4) ［略］  

２ ［略］ 

（課で直接収受する文書） 

第10条 前条第１項第２号及び第３号に定める文書以外の文書

は、各課で直接収受することができる。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項第３号の文書のうち

戸籍及び住民票に係るものと認められる文書にあっては市民
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証明書等に係るものと認められる文書にあっては市民税課及

び資産税課において、同号の規定に準じて直接収受するもの

とする。 

３ ［略］ 

４ 総務課長は、第９条第１号及び前項に規定する受付印の種

類等を、受付印台帳に登録するものとする。 

５ ［略］ 

（総合行政ネットワーク文書の受信処理） 

第11条 文書交換取扱者は、総合行政ネットワーク文書を受信

したときは、次に掲げるところにより処理しなければならな

い。 

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証す

ること。 

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当

該総合行政ネットワーク文書の発信者に対して、形式上の

誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は

否認通知をそれぞれ送付すること。 

２ 文書交換取扱者は、総合行政ネットワーク文書を受信した

ときは、前項各号の処理を行った後、当該総合行政ネットワ

ーク文書を課に配信しなければならない。 

（配布文書の取扱い） 

第14条 文書取扱主任は、配布を受けた文書及び課において直

接収受した文書（電子文書を除く。以下「配布文書」という

。）に文書処理カード（様式第５号）をはり、必要事項を記

課において、市税に関する証明書等に係るものと認められる

文書にあっては市民税課及び資産税課において、同号の規定

に準じて直接収受するものとする。 

３ ［略］ 

４ 総務課長は、前条第１号及び前項に規定する受付印の種類

等を、受付印台帳に登録するものとする。 

５ ［略］ 

 

第11条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配布文書の取扱い） 

第14条 文書取扱主任は、配布を受けた文書及び課において直

接収受した文書（以下「配布文書」という。）に文書処理カ

ード（様式第５号）を貼り、必要事項を記入し、課長の閲覧
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入し、課長の閲覧に供さなければならない。 

２ 電子文書の配布を受け、又は直接受信した場合は、文書取

扱主任は、文書管理システムに必要事項を記録し、課長の閲

覧に供さなければならない。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

（処理の区分） 

第16条 配布文書は、次に掲げる区分により処理しなければな

らない。 

(1) 配布文書を基礎として起案するものは、次のとおり処理

すること。 

ア 当該文書を発信した者に対し速やかに回答、処分その

他これに類する決定を起案する必要がある文書 上司に

回覧することなく起案文書を作成すること。この場合に

おいて、文書の回付を受けた担当の職員は、文書処理カ

ードの処理大要の欄に「別途起案」と記入するとともに

第14条第５項に規定する文書管理システムへの記録を省

略するものとする。 

イ ［略］ 

(2) 起案の必要がなく単に回覧処理するものは、文書処理カ

ードの処理大要の欄に「供覧」又は必要事項を記入して処

理すること。この場合において、庁内から発信された文書

に供さなければならない。 

 

 

 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

（処理の区分） 

第16条 配布文書は、次に掲げる区分により処理しなければな

らない。 

(1) 配布文書を基礎として起案するものは、次のとおり処理

すること。 

ア 当該文書を発信した者に対し速やかに回答、処分その

他これに類する決定を起案する必要がある文書 上司に

回覧することなく起案文書を作成すること。この場合に

おいて、文書の回付を受けた担当の職員は、文書処理カ

ードの処理大要の欄に「別途起案」と記入するとともに

第14条第４項に規定する文書管理システムへの記録を省

略するものとする。 

イ ［略］ 

(2) 起案の必要がなく単に回覧処理するものは、文書処理カ

ードの処理大要の欄に「供覧」又は必要事項を記入して処

理すること。この場合において、庁内から発信された文書
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については、第14条第５項に規定する文書管理システムへ

の記録を省略するものとする。 

（例規扱いする配布文書の処理） 

第17条 国及び県の機関からの配布文書で例規となるものにつ

いては、当該文書の上部余白に例規と朱書し、前条による処

理をした後、例規綴りに綴り込まなければならない。 

（起案） 

第18条 文書の起案は、別に定めるものを除くほか、文書管理

システムを使用して、次の各号のいずれかにより起案しなけ

ればならない。 

(1) 電子決裁 起案用紙を電子文書によって文書管理システ

ムにより回議（関係する職員の間を順次に回して、意見を

聴取し、又は承諾を求めることをいう。以下同じ。）して

決裁する方法。 

(2) 紙決裁 文書管理システムから出力した起案用紙により

回議して決裁する方法 

２・３ ［略］ 

４ 起案した内容を訂正したときは、その箇所に押印し、文書

管理システムに記録しなければならない。ただし、電子決裁

による起案の場合については、文書管理システムに訂正の内

容を記録することにより、訂正することができる。 

５ 紙決裁による起案文書には、処理の経過を明らかにするた

め、関係書類を年月日の順に下から上にし、一括して添付し

なければならない。 

については、第14条第４項に規定する文書管理システムへ

の記録を省略するものとする。 

 

第17条 削除 

 

 

（起案） 

第18条 文書の起案は、文書管理システムから出力した起案用

紙により回議（関係する職員の間を順次に回して、意見を聴

取し、又は承諾を求めることをいう。以下同じ。）して決裁

する方法により行うものとする。 

 

 

 

 

 

２・３ ［略］ 

４ 起案した内容を訂正したときは、その箇所に押印し、文書

管理システムに記録しなければならない。ただし、総務課長

が別に定める事項については、訂正することができない。 

 

５ 起案文書には、処理の経過を明らかにするため、関係書類

を年月日の順に下から上にし、一括して添付しなければなら

ない。 
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６ ［略］ 

（回章用紙） 

第25条 定例の事件等で、各課に関係するものについては、回

章用紙（様式第７号）を用いて処理することができる。 

２ 前条後段の規定は、回章用紙を用いた処理に準用する。こ

の場合において、「文書処理カード」とあるのは「回章用紙

の余白」と読み替えるものとする。 

（決裁） 

第26条 ［略］ 

２ 市長又は副市長の決裁を受けようとする場合は、総務課を

経なければならない。 

３ ［略］ 

（決裁年月日の記入） 

第28条 市長又は副市長が決裁した文書（電子文書を除く。以

下この条において同じ。）には総務課において、所管部課長

が決裁した文書には当該課の文書取扱主任において、決裁年

月日を記入するものとする。 

２ ［略］ 

（文書の記号及び番号） 

第30条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項第１号及び第２号の表の番号については、文書の種

別ごとに総務課に備え付ける例規番号簿（様式第15号）によ

り暦年による連続の番号を付するものとする。 

６ ［略］ 

 

第25条 削除 

 

 

 

 

（決裁） 

第26条 ［略］ 

２ 市長又は副市長の決裁を受けようとする場合は、政策企画

課を経なければならない。 

３ ［略］ 

（決裁年月日の記入） 

第28条 市長又は副市長が決裁した文書には政策企画課におい

て、所管部課長が決裁した文書には当該課の文書取扱主任に

おいて、決裁年月日を記入するものとする。 

 

２ ［略］ 

（文書の記号及び番号） 

第30条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項第１号及び第２号の表の番号については、文書の種

別ごとに総務課に備え付ける例規番号簿（様式第８号）によ

り暦年による連続の番号を付するものとする。 
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４～６ ［略］ 

（公印の押印） 

第31条 施行する文書には、公印を押さなければならない。た

だし、電子文書その他別に定める文書については、この限り

でない。 

２ ［略］ 

（電子署名） 

第32条 行政処分、契約その他の権利義務の発生する行為に係

る総合行政ネットワーク文書（送信するものに限る。以下こ

の条において同じ。）には、電子署名を行わなければならな

い。 

２ 総合行政ネットワーク文書に電子署名を受けようとする職

員は、文書交換取扱者に対し、決裁された電子文書の施行に

より、又は決裁された起案文書を添えて当該総合行政ネット

ワーク文書を提出することにより、電子署名を行うことを請

求するものとする。 

３ 文書交換取扱者は、前項の規定による請求を受けたときは

、電子署名を行うべき総合行政ネットワーク文書を決裁され

た当該起案文書と照合し、相違がないことを確認して電子署

名を行うものとする。 

４ 電子署名を行うために必要な手続は、別に定める。 

（文書の発送） 

第33条 文書を発送しようとする場合は、所管課において、文

書管理システムにより施行日その他必要な事項を記録しなけ

４～６ ［略］ 

（公印の押印） 

第31条 施行する文書には、公印を押さなければならない。た

だし、総務課長が別に定める文書については、この限りでな

い。 

２ ［略］ 

 

第32条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書の発送） 

第33条 文書を郵送するときは、所管課において処理しなけれ

ばならない。 
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ればならない。 

２ 文書を郵送するときは、所管課において処理しなければな

らない。 

（通信回線の利用による発送） 

第34条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書

及び次に掲げるものを除く文書の発送は、総合行政ネットワ

ーク又は電子情報通信網を利用して送信することにより行う

ことができる。 

(1) 第31条第１項の規定により公印を押印する文書 

(2) 秘密の取扱いを要する文書 

(3) 市の機関以外の機関等に送信する文書で通信回線を利用

して発送することについて相手方の同意が得られないもの 

２ 総合行政ネットワーク文書の送信は、文書交換取扱者が行

うものとする。 

（発送及び送信月日の記入） 

第36条 文書の発送が完了したときは、発送を取り扱った者は

、文書管理システムにより施行日その他必要な事項を記録す

るとともに、紙決裁にあっては、原議（決裁を完了した起案

用紙等をいう。）に発送月日を記入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子文書の施行による総合行政

ネットワーク文書を送信したときは、文書交換取扱者は、当

該電子文書を起案した課の文書取扱主任に送信した年月日を

総務課長が定める方法により報告するものとする。 

（文書の整理及び保管） 

 

 

 

 

第34条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発送及び送信月日の記入） 

第36条 文書の発送が完了したときは、発送を取り扱った者は

、文書管理システムにより施行日その他必要な事項を記録す

るとともに、原議（決裁を完了した起案用紙等をいう。）に

発送月日を記入しなければならない。 

 

 

 

 

（文書の整理及び保管） 
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第37条 完結した文書（電子文書を除く。以下「完結文書」と

いう。）は、各課において分類記号ごとにフォルダーに分類

整理し、キャビネットに保管しなければならない。 

２・３ ［略］ 

 （文書の製本及び引継） 

第38条 前条第２項に規定する期間を経過した完結文書は、１

年保存に属するものを除き、各課において次の各号により製

本し、５月末日までに総務課長等に引き継がなければならな

い。ただし、電子文書については、この限りでない。 

 (1) ［略］ 

(2)  文書の製本に当たっては、分類記号及び保存期間ごとに

一括し、完結順序に整理のうえ、保存文書索引目次（様式

第９号）を作成し、その文書の右上部余白に索引番号を付

さなければならない。 

(3)・(4) ［略］ 

２・３ ［略］ 

（庁外持出の制限） 

第41条 保存文書（電子文書を含む。）は、庁外に持ち出し、

又は送信してはならない。ただし、総務課長の承認を受けた

場合は、この限りでない。 

第37条 完結した文書（以下「完結文書」という。）は、各課

において文書分類ごとにフォルダーに分類整理し、キャビネ

ットに保管しなければならない。 

２・３ ［略］ 

（文書の製本及び引継） 

第38条 前条第２項に規定する期間を経過した完結文書は、１

年保存に属するものを除き、各課において次の各号により製

本し、５月末日までに総務課長等に引き継がなければならな

い。 

 (1) ［略］ 

(2)  文書の製本に当たっては、文書分類及び保存期間ごとに

一括し、完結順序に整理のうえ、保存文書索引目次（様式

第９号）を作成し、その文書の右上部余白に索引番号を付

さなければならない。 

(3)・(4) ［略］ 

２・３ ［略］ 

（庁外持出の制限） 

第41条 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、

総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第７号を次のように改める。 

様式第７号 削除 

  附 則 
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（施行期日） 

１ この訓令は、令和７年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令は、この訓令の施行の日以後に収受し、又は起案する文書の取扱いから適用し、同日前に収受し、又は起案した文

書の取扱いについては、なお従前の例による。 

 


